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特集・最も幸せな子どもたち

アメリカ教育使節団報告書の

もたらしたもの
お（　　　　　た　　　　　L／L　　　　L‘う

奥　　田　　眞　　丈

川村学園女1つ（学尚1学長

　教育の機会均等のはじまり

　わが国における近．代的な教育制度は、明治5年は8

721の「学制」の制定によって発足した　それ以前は、

武家の聞設Lた学校（藩校、郷学等1と庶民の学．；；

乎i：k｛があった．しかLこれらを全国的に統轄Lて

運営する近代教育制1変は生まれていなかった、

　i学制」発足に当たり、その条文とともに「7．く政官

布告」なるものが公示された、これは新しい教育制

度を実施するに当たっての教育宣言であって、近代

国家としてのわが国の教育理念やその基本的方策を

明示したものであった．．

　その趣旨は、国民が身を、lflて産を治め業を盛んに

するには、その身を修め知識を開き」．芸を艮ずるよ

うにしなければならない，これは学校においてf．．「わ

れることで．あるから、今後は国民全部か学｝交に就学

し、村々においてどこの家でもすべての者が学校に

人学して教育を受け、無学者はないようにするとい

うものである＝すなわち、教育は川民のすべてに！

一，て機会均等であるという近代的教育の大方斜‘を表

明したものであった。

　この国民のすべてグ川㌘弟か入学しなけれは’ならな

い学校においては、L1常生活に必泊な’ltiil，i’が教授さ

れた．その学校へ了．どもを就学させる責任は父兄に

あるとし、もしr弟を入学させないようなことがあ

れば、それは父兄の落ち度であるとした

　教育の機会均等は、教育の普遍11勺原理の一つて．あ

るが、わが匡1においては既に汀［・数年前に宣言して、

それが実行に移されていたのである．

　戦前の教育は勅語に帰一した

　明治5年の「学制」、12年の「1教育令一」、13年の「改

正教育令一、19年の「・卜”7被令．、、叩学校令．1．一帝国

大”ア冷、tt’　eK．「師範学校令」、23年の「小学」交令改正」、

33年の「小学佼令改正」、40年の「小学校令改正．．等

に見られるように、わが1．司の近代学校制1度は、｜．司の

中央政府の主導の下に、着々と格備・発展してきた．．

特に国民の基礎を築く義務教育は、明治4〔．唐三日9（ワ）

に6年制となリ、9〔｝％を越える就学率をあげ、全川

にわたってその教育機会は均等に確保されるよりに

なった

　こク）教育帯11｝芝は、大「E・1！召和とH聯代と共に普皮し、

特に中等・高等の教育制度は著Lい発展を示Lた

なお、義務教育については、大ilこ13年や昭和IL年に、

その年限を8年ヒする提案もあったが、昭杣6年の



世＃．り‘λL■ヒ｛迂刊．

f丁われたことについては誰もが認、めると二うて．．．もる

　敗戦直後の教育は国体護持を願った

　昭和21｝年．19451S　1／115日、わが国は、ホ．ツタ．ム宣

言を受‘氾して無条件降伏Lた　LかL、この日付で

　「1・1民学｛．．’ζ令」において、その高等科2年を義務制

としよ’｝とLた　Lカ・L、そd．Lも戦‖与［「1ゾ）ため実施

tv；！IL［三1切さi［たままとな・．ンプこ

1刊耕」±／k　十llク）tll　Lた文音1；省∂川（lt第5り・♪ぐ’．一月f麦ブ）

　戦時ドに．ちっては、非常時体制をとり、中．等・1需

等教育の修業年限垣新ii、学竜疎開、学徒出陣、勤労

動Liなどか行われ、教育活動停1ヒの事態とな．った

に見月15日f・］’文剖三省ク）「．illi　H　4⊆建i没ノ教ff　1∫④ト

られるように、わか1⊥1は戦後の出発に当た．、ては、

「．

国体1，⑯持．の教育政策を繰り．返し強調L、それを

」三ll艮としノこ

　これに村し、占領軍は、g月22日に．降伏後二於

ケルlk1Elノ初期ノ対｛け∫針を川らかにL．軍国il．護

教育伎ぴ極端な川家．i三義教育の禁止を，，Y・：　H　AtJとし

た　IO月から12月にかけて四大教育指令ヒli’われる

ili国iモ義・超国家主義教育の11‘1ヒ、教師t（’　c、k教育関係

者の教職追政！．適格審杏、国家と神道の分離、修身・

4こ1ぱ史　・」也理グ）」受業｛亭lllソ）1’旨｛rを発した

このような占領政策とわが1日力始めに望ん

だ国体護持の教育政策と．ソ）問にはたきな断層

特に左掲の「教育二関スルψカ・あ今．，た

をどうするかについては議論ゾ）人きく分かれ

る！二ろで．あ・tた

　］liiFllL，［｝年ユol］151｜、t部省学校教育局Ll一に

就任した旧中耕太郎｛東京帝［1こ1大学：法学部教

授〕は、教育勅L語を超［司家主義的に，i．tLIJIする

ので．はなく、自然法の版場から教ff勅語に掲

」

ナ．

ている徳目はil雪二遍的で’あると擁護した

かLこの勅1語擁護論にt・fして｛．ま、世論か厳し

S：・jlξ1．よ反1言命Lアこリイ’PHjlLノこ（」比刊した

ltl　L）1年5　1］文こ1馴～ノミ｝己（こ京tf「：Lそ」，　L

　ニソ〕ような戦il’［b戦ll●のわが国の教育はど”tな特

徴を持tJていたか、特に山民教育の目標は何で’あ杉

ら
か

た
．

　
プ川

たかが問題である　これについては当時の小学校令

や川民学校合等にどのように教育のH標が褐け．られ

ていたかをL担Lぱわかるのであるが、わが国の近代

学佼制度か整備され普皮しだした頃からは、極めて

Illl確に阯・するものかあった

　それは、明治23年［189．　0）1（）｝］3〔．川に漢発された「教

育二関7V」勅語」で．あった　わが国の戦前・戦時の教

育IJ針かこの勅語に帰一し、勅語の趣旨に立脚して
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以後は「教育基本法」の制定に努力するようになった。

（教育勅語は、23年6月第2回国会において排除・失

効が決議され、文部省は次官通達を発し、教育勅語

謄本を学校から回収する措置を取った．｝

　教育勅語問題は一応公的終止符が打たれたが、擁

護論は全くなくなったわけではなかった。しかし、

戟後の教育の基本理念は「新憲法」や「教育基本法」

に求めるようになった、

　アメリ力教育使節団の来日

　昭和23年（1948）lI．1の初め占領軍の連合国軍最高

司令官は、日本の教育に関する諸問題につき総司令

部．並びに日4（の教育者たちに助言を与え、かつ協議

するために2e名余リのアメリカの教育者の一団を約

1ヵ月間日本に送って貰いたいと陸軍省に要求した。

　長期間にわたって日本を再教育して、その庁向に

向け直すような計画を立てる責任があるということ

について、当時ワシントンで論議が交わされていた

ので、陸軍省はその団貝の最後的人選を国防省に頼

んだ。個人の資格その他広い範囲にわたって種々な

点を考えた末、更に総司令部の意向もじ1ρうぶん取

U入れて、27名の一団が選ばれ、GeOrge　D．Stodda－

rd博上が団長に任命さtLた．、

　一行は、ワシントンでの予備会議、ホノルルやグ

アムでの‘1．1間協議等事前にやるべき仕事をあらかじ

め分析して、3月51．．1と6Hに空路東京に到着し、

3月中日本に滞在した．

　この教育使節団と協議するために日本の文部大臣

は日本側教育家たちの委貝会を組織した。米側はこ

の日本側．委貝に対し、「喜んで時閲をさいてくれた．．か

4

れらの援助は非常に貴重であった」と高く評価した。

　使節団はその協議の範囲を拡張し、比較的戦争の

被害のなかった日本の文化的遺産の一部を識るため

に、3日間にわたって京都・奈良をも訪れた．

　「要するにわれわれは、重大事件の変転に困惑して

はいるものの、次第に現れてくる白由を用いて、民

主主義的な社会の道具をきたえ一ヒげようと、一心不

乱に努力している国民の、色とりどりの姿を見せて

もらったのである」と報告書の前書きに述べている．

またその序論の冒頭には、「われわれは、征服者の精

神を持って来朝したので’はなく、すべての人間には、

自由を求めさらに個人的．並びに祉会的発展を求める

測り知れない力がひそんでいることを確信する教育

経験者として来朝したのである、」と述べ、更に「わ

れわれの最大の．希望は子供にある．事実かれらは将

来という重荷を担っているのであるから、重い過去

の遺産に押しつぶされてはならないのである」そこ

でわれわれは、誤った教授をやめるだけではなく、

子供達の心情を硬化させることなくその心を啓発

するように、教師や学校とかの準備をして、て’きる限

り公平に機会を与えてやりたいと思っている．tlとも

述べている。

　使節団員は、自由主義的信条を持ち民主主義の精

神の持ち主であって、「すべての種族、すべての国民

が、何かしらそれ白身にとって、また全世界にとっ

て役立つものを、その文化的資源から創リ出す力を

持っていることを信じている」し、⊂個人差や、創意

や、自発性に対して絶えず心を配っている」もので

あり、また「子供の持つ測り知れない資源は、自由

主義という日光の下においてのみ豊かな実を結ぶも



のである　この1’］由主義の光を与えることが教師の

仕恒なので．あ・って、その反対のものを与えることで

はない」とのf言念を持っている人たちで．あった．

　アメリカ教育使節団の報；培奪は、3｝ヨ末日最高司令

官に提川され、総司令部は4月7日にそれを公去した

　使節団報告書の内容

　アノリヵ教育使節団報告割こは、最高司令官マ・

カーサーノ己帥の「声明Jが伺ーされている．その声ll月

は、ニク）報；聯書を「民主主義的伝統における高き理

想の史書である’1と高く評価し、1・この報＃は日本政

府を援けてU本の教育制度を近代化させるためのも

ので．あリ、生徒の個性的な面に無頓着なすべての教

師たちによって大いに研究されてしかるべきもので

あろうjと意義つ』けている．

　二の報；1「｝1｝：の内容は、冒頭の「団員名簿」に続いて、

次ク）ような具体的な教育事項を含んだ構成とな・t、て

いる

■　 fi｜」　カ ご　ざ

●庁二1論

1．Bκり教育の｝－1的ノ4ぴ内容

　敦育．1）日的　　カリキュラム　　教科‘1十・　修身・倫

　上1E　｝胆戊」tt’ぴ地理　　1呆健教育ヒ体育　　職業教育

　紬論

II．川冶ニノ｝改，h’・．

｜11．初等帽声中等’．デ：↓※の教育行政

　教育1・〔・い；凡理　　膓山srlり変更　　必要なる調柊　　文

　部？↑7ハ｝而限　　者ll道「ζ「県庁の椛限　　地）∫的1ご部行政

　区：1肋1（‘1川村1の権限　　財』政1㌦のtd　t）1一　教］llliの給

　料　　供給ヒ備品　　学ト之建」追物　　　’般1．ドぱ援

N．教授法i，教師養成教f∫

　iL題（ ： 「Uli屯　｝tる ‘；持「lrゴ題　　　　　 1．畿t⑪．　た」儂 ㌢1／ノ》＃噛dt微　　　　　 イ［A｜　ノ＼

　産　　1［Al人の発ほ　　トト会’＼の参1川　　：・tJ“教育の授

　　　　　　　　　　　　　　　　揖卑フ）児竜ヒftln

　業ソピだ施提案　　教師の再教fr’　臨時再敦育、i　1・［illl

　敦師力現職教育　　教師ン）集会　　II齢ソ会夜内‘力議会

　教師のため．の川版物　　教師相ぴの授業参観　　iよ1、督

　’F’1’　旅Tj．　教帥の枯“ll改1’手　教nlllの養成・敏ff

　についての慨観　　師範学校における枚師養成敦育勧

　；li”案　　単料尺”7：皮しs’総合大・ア：にお：†る教n巾並び：．二教

　fl聞係職1iの養成教育

V．rik人教育

　公lll二国ば館　　IIじ物館　　結論

V1．高等教育

　日本力高写教ti’　－v）過去｛：おける制限　　公私i：t：」’7…校

　高甘教育の紺織　　槻’Pv）向L　　官公私｛’：・ア：］・£力地

　1、ン：　「固人ソ）地位・教授1刊　　・7こ斗IJI　機会の多　k，：．

　「「寸　　大”i”二及び．似Ilq”）’：校グ）カリキ⊥ラム　　研究

　控術教育殴び職業教育　　k“｝’：付属の1．zi‘1｝舵　　大学

　疏座の公間　　lr／n祭関係

●本報告の要旨

　li本の教育ソ）ll的fl　1，N内吝　　国品ノ）改1’F　　トバ昂夜

　しV中等学ぽノ頃育行政　　教授法と靴帥養成教育

　成人教育　　高等教育

●「・］’，マ　・か・＋卜・’ノu帥ノh相▲1｝

　こ　 ク｝　報　 tfi’　b
｜
1
： iま
　
、　　「
　

t｜S．］　々　 グ）　 人　f｜LI　a）　｝攻 厳　 ．と　 fltti　fL「1：　＿」　　
を
　 1；重1 ，謁i

する民1三政if；の几本精杓｝1に戊ll；つ．く教育理念に則一，て

いるヒいうニヒが出来、日本人ド｜身か新たな教育制

度を打ち虻てるに際して、従来の教育制度のもつ1綱

題点の指摘とその改革案を示しており、戦後日本の

教育再編成のための建設的な報｝‘「▲1『とLlることかで

きる

　第2次アメリ力教育使節団の来日と報告

　以ヒに述べた教育｜吏酬刊操111L，1｝・の提川後e，tJ・畔』t”

後の昭和25年［le）50）8r・1　L・7日、朝鮮戦7｝・の最中、再

びマ・ヵ．一サーノ亡帥の招耐によ・って、第Lt次のアメ

リカ教育使節団か来日Lた　その目的は、先の健節

団か勧告した’∬項力∠その後どの程度まで日体的に実

5



行されているかを見、更に改善されるべき問題は何

かを探り、新たな「報告書」にまとめて提出するこ

とにあった。

　第2次使節団は、Willard　E，Givens団長以下5名

の小規模であったが、約1ヵ月問の滞在で、9月22

日に報告書をマッカーサー元帥に提出した．、この報

告は、教育投資・財政が教育発展の支えとなること

を力説し、また民主主義に基づく自由国家における

教育計画の重要性を強調し、「極東における共産上義

に対抗する最大の武器の一つは、日本の啓発された

選挙民である」と成人教育の重要i生を述べた。

　この第2次使節団の報告書に盛られている事項の

概要は次の通りである．，

1．初等・ill等教育の行政

適当な校舎の供給　　建築物の維持　　教師不足の危

機　　教育機会の拡張と活動の増加　　教ff・｛．f政の組

識　　教育区組織の指導原理　　教育委員会の責任

　財政的独立　　教材センター

IL教イ市舌動と教直巾．養成

　教師の職務　　新制大学における教師養成　　現職教

　育　　教育職貝の免許　　教職員団体等

m．高等教育

　高等教育機関の必要数種類組織運営等

IV．杜会教育

　図書館　　　博物館

V．国語の改革

W．その他教育上の重要・な諸問題

　敦師の団体　職業教育　私立学校教育　道徳及

　び精神教育

　以上の第2次報告は、先の報告の補足的な意味内

谷かあったが、新たな時代状況を反映しているとも

読み取ることが出来る。

　この第2次報告書が提出されて約半年後の昭和26

6

年（1951〕4月、マ・．・カーサー元帥に代って1）・ジウ

ェー中将が最高司令官に就任し、その直後5月1日

に、日本政府に対し、占領下制定された諸法規の見

直しを許可することを発表した．その翌年の27年4

月に単独講和が締結されて、日本は正式に独立した

のである，

　今後の教育改革を考えるに当たって

　以．Lのように、アメリカ教育使節団の第1次報告

書は、敗戦後のわが国の教育改革の理念と構想の肯

写．真で．あり、第2次のそれは、その具体化の過程と

問題点を指摘したものであった．従ってこの両者は、

戦後の教育の基礎構築に大きな役割を果たしたと言

うことが出来る　tt

　このような基礎の・ヒに進展してきたわが国の教育

は、40年を経過した現時点において、歴史的に総括

し、21世紀の教育として新たな展開をしなければな

らない時期に直面している．．．ここに戦後教育の成立

過程とそこに一t’t’して認められる教育理念を歴史的

事実に即して実証的に再認識する必要があるととも

に、教育の現状について客観的な評価をドし解決す

べき問題点を明らかにしなければならないので．ある．．．

　戦後の教育改革で強調された個’1生の尊重や自由の

理念などは必ずしも十分に定着していないとか、教

育が余りにも画一的になり、極端に形式的な平等が

主張される傾向が強く、各人の個性、能力、適性を

発見し、それを開発し伸ばしていくという面に欠け

ているとかの指摘があるが、これらを考察するに当

たって、もう一度アメリカ教育使節団の報告書をひ

もといて見てはどうで．あろうか、



世界ゐ‘尼槍ヒ母刊

特集・最も幸せな子どもたち

物からみたわが国の子育て

今むかし
茄　藤　華
目a£　／ζ1りく学教授

　子育てと物とのかかわり

　現実に行われるr・育ては人の顔のようにさまざま

てあるが、二れにかかわる要因は自然要因、社会要

囚、f固ノs’要1）（1に分けら」．Lる

　医学を含む自然f1・学の検証結果は新しい学説によ

、てくつがえされ、子育てに対するかかわリ方から

みれ．ば杜会要因といえようL、宗教は日本ではfl占1人

要因ヒみてよかろうが、匝1によっては個人の選択を

越えた社会要囚としてかかわるであろう

　これらの要因はそれぞれに、また相り：に作用して

現実の1叩「てを動かしてきた　物のあリノァは産業技

術や桂済によって大きく変化L、」㌘育てを動かして

きているし、またt’・育ても物のあり方を動かしてき

たのである

　昭和戦前の決1｝曳トの育児書には、今日では考之ら

れないよりな早・い時期からの排泄のしつけの開始’七

∫か．指導ざれているか、これはおむつ布という物資

のイこ足か背景にあったからなので．ある　今U発展途

L国てユニセフか．母乳栄養を強調してすすめている

のは、泊潔な水や哺乳瓶かそiきにくいため、粉三tLク

を配・．ても、乳幼1尼をかえ・．って死亡きせかねないか

らなのて．ある

　歩行器は今［1て．も11本で1は他ク）育児ししに比し普硬

率か低いか、台湾・マレ・一シアなどて．は意外に．よく

使われている　ニソ）’・IUはII”1に16世古己に斗ミHLた土ル

トガルfL’‘’i：教師ルイス・フロィスによ・て、　H欧’k

化」’ヒ較の中に　“ヨーロ．’ハで．は幼児を眠らせるため

に揺藍を使い、歩く二とを教え二むために小さな1匡

をf吏う．　日イs／Ylまこうしブこもの（よ∫可も↑吏i）なL・　ノこ

だ白然の｛∫・える援助を使うだけである”と1｜｝き残し、

指摘され、ていると二ろで．ある　　こALはliイ1－：は乳児

を床に自由に正い回らせておけるので、ドいγル行』か

出来るまて．特別に、歩行器のような育児具ゾ）中に閉

し込めておく必要かなか・．、たからて’はなかろうか．

　このように物は∫・育てを動かL、∫・育てのあリノi

も物を選ぷのて』ある．

　物からみたわが国の子育ての時代区分

　仁物の豊かな現代

　物の面から．みると、高度経済成長期以後y／］J’；Ukは、

最も豊かな’rt，　｛’な時代ヒいうべきであろ’｝　亦ちゃ

ん用ノ）ミンクカコートも・七られているそうてちる

　高度経済成長ヒjl；・に育児1．1｝：v’）　IEiVtl《は陪加L、観た

ち1寸2｛1廿IS　IM．ヒfゴtl己rlFを｛「，1．プ）よう1二な・1t：カ㌧4ull’一

【．

’



代に入ると月刊の育児雑誌が次々に発行されるよう

になi）、60年代にはマタニティの月Fij誌も次々と発

行され出している。S社のマタニティ誌の編集長が、

水着姿の妊婦の写真を掲載し上司にいたく褒められ

たということで、上司は妊婦の水着姿を写させても

らった編集長の努力を多としたわけであるが、実は

私も私もという妊婦が多くて、お引きとり願わざる

を得なかったのが実情であったと、編集長自身が驚

いて話してくださったことがある。

　物の豊かな現代は、結婚も妊娠も出産も子育ても、

若い男女のイベントとなり、ファッション化し、経

済活動となってきているのである。

　2．敗戦から高度経済成長期まで

　この時代日本人は焼野原になった国．ヒに立ち、欧

米文化の前にひれ伏し、欧米に追いつく努力を続け

たのである。占領軍は日本の憲法、教育制度税制な

どをすっかり改革し、H本の指導層をアメIJカに送っ

て洗脳した。この時代の変化は急速で、22年の34．3

という高い出生率は35年には17．2と半減し、76．7（出

生千対｝の乳児死．亡率は35年30．7、因みに61年には

5、2まで低下の一途をたどり続けてきたのである。25

年に全国平均5％以下にすぎなかった施設内出産は、

35年に50％を越え、40年84％、60年には99，8％に及

んでいる。

　この時期は欧米に追いつくこと、大きくすること

は良いことであり、赤ちゃんコンクールもあちこち

で’行われ、人工栄養児も急増し、粉ミルクは増産改

良され、ヒ素ミルク事件はその落とし子のようなも

のであったように思われる。

　おんぶよりも乳母車、添寝は1t．めてベピーべ．／ド

8

で寝かせるように指導され、使い慣れない、作り慣

れない育児具は、さまざまな事故を生じる結果とな

って、やがて消費生活用製品安全法制定など、消費

者保護の社会的気運の高まりとなっていった，．

　3．昭和初期より敗戦まで

　この時期は大正12年の関東大震災て’東京市内の銀

行焼失によるモラトリアムが尾をひき、昭和2年の

金融恐慌、失業者の増大、満州事変、8年の日本の

waig脱退、12年の鷹溝橋事件、16年の対斗鞭戦争へ

の突入と、日本はまさに暗黒の時代であった．物資

は不足し、15年には砂糖・マ．．・チの切符制が始まり、

17年には衣料切符制も始まった，この年施行された

妊産婦手帳規定も、戦地で．×われたマンパワー補給

を目的とした出産奨励のため、出産時の物資の配給

手巾長として作られたものだったのである。

　この時代の育児書には、“赤坊衣類の作りJi”とい

うタイトルのものもみられ、赤坊衣類は家庭で手作

りされるのが当然のことであったのである。昭和13

年3月の助産学雑誌〔13巻3号｝に、”スフ混用のおむ

つ” という記事がある．　tt当時木綿が不足しスフとい

う人造繊維の布が出回り、これは吸水性が乏しく乾

燥も遅く赤坊衣類として不衛生で問題があると、社

会的非難があがり出したのに対し、“仮に不衛生的で

あるとしても二割や三割の混紡で’は問題にならない。

これくらいのことで皮膚炎を起こす了供ならば病的

と見なしてよいと謂はれる。外国で’はメヂカルペー

パという紙製の旅行用のおむつがある。使用後捨て

ることになっているが、パルプ不足の日本では、こ

れを使うこともまた問題であるノと書かれているの

である．



　4．明治・大正時代

　川治と大［F．を一・まとめにするのは大ざっばすぎる

て．あろうか、豊かな現代からみると歴史ヒのむこう

に遠のいた時代といえよi．

　開国に続く明治維新によって西欧文明がどっと流

人し、日清・日露の戦争に勝ち抜くまで’の前半と、

日本か大国意識を持つようになった後’判91とに分け

ることも出来よう．

　U月治の始め頃発行Sれた育児書は大部分が翻訳物

て、二れらの中で．訳～†はifti洋の育児具をどう訳して

．よいかわからず、ふい一で’んぐほ’・っとる（育児小言、

川治iい、ぺ」Lアンピュラート，レ同・児の乗物の名、

小1厄養育談、川治9〕、クラ．・トJL［衛児法、明治9）

tい一・たように、文中にそのまま書き残しているの

てある

　このような育児H．は前半は来日外国人や外遊日本

人に．よって持ち込まれたり、一・部取り寄せられたり

　R　
¶∀

｛
㌧善

mse．，r

q・

＼

孫
潟騨

　　　　　　　　　　　　　　　　世響ゾ）児帝．と14”，

Lたものか．、やかて国内生産されるようになった．

刈治39年に東京て’聞1‖iされたこども博覧会の出品目

録をみると、乳母車・哺乳器・防水．布・おしめ、！

いった育児用品が同内生産されてきていたこ！が知

らされるク）て．ある．

　しかし今・Hク）豊かな時代と根本1白に晦．）のは、二

の時代はこれらの育児具が国民のごく一ゴfi；階層に使

われたにすぎない点にある、

　明治45年の長浜宗倍箸『小児養i育の心得2には、

当時母子の同余G4ss寝1がいましめられていたのに

　　　　　　　　　　　　　　　りぼ　ttt　対し、」L中流以下の家庭にありては、寝ぷや夜具ゾ）関

係ヒ1司灸を禁すること能はさ「る場合多．L”　ヒいー〕、よ

うに、生活階層による違った育児法を指導Lている

のである，今日の．n本では考えられないことである

このような事例は枚挙に事欠かない．乳母鑑定所な

どか設けられ、乳母を雇用する上流階1“1の身勝rな

要求項Uには、他人事と思わなければ読んでいられ

乳母車は上流階級の育児用品

的場錐之助・育児の栞（明治31年）の挿絵より

、
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江戸時代の書物にみられる哺乳器の作り方

佐藤民之助・年玉集・天保lorp（1839ij）
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ないものかある。

　5．江戸時代

　徳川時代ともいわれ、徳〕ll幕府の体制下で長い平

和が続き、儒教思想が道徳の基本にすえられた。参

勤交代などもあって、全国の生活文化の交流伝播が

盛んになり、元禄時代以後は育児書もかなり発行さ

れるようになっている、．

　しかL育児用品は産業べ一スにのってくることは

なく、その作り方の・1青報が伝達されたにすぎない。

そしてこのように物に恵まれていないと思われる11寺

代であったにもかかわらず、子育ての基本に、“三分

の飢、三分の寒”の大切さが強調されていた。

　6，江戸時代以前

　有史以来の極めて長い江戸時代以前の期聞をこれ

またひとまとめにしてとらえようとするのは、無論問

題があろう。しかし幕藩体制下に日本が一つにまと

められるまでとは、かなり違ったモラルサポートが

あったように思うのである、これは16世紀に来日し

たルイス・フロイスの日欧．文化比較の中の記述から

禅・・

撫
働

’
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路上で裸の子どもに授乳する婦人

　　山王雲験記・鎌倉時代

罐
、

10

も認識出来るように思われる．

　”ヨーロ・．・パでは未婚の女性の最高の栄誉と尊さは

貞操であり、またその純潔が犯されない貞潔さであ

る，日本の女性は処女の純潔を少しも重んじない。

それを欠いても名誉も失わなければ、結婚もできる。”

tt

日本で．はしばしは妻が夫を離．別する．”ttヨーロ・’・

ハで’は生まれる児を1；f｝胎することはあるが、滅多に

ない。日本で’はきわめて普通のことで’、二十回も堕

した女性があるほどで’あるノ’“ヨーロ：・ハ．では嬰児

が生まれてから殺されるということは滅多に、とい

うよりほとんど全くない，、日本の女性は育てていく

ことが出来ないと思うと、みんな喉の上に足をのせ

て殺してしまうt”

　引用した文章の中にある風俗は江［時代にも続い

ているものもあるが、このほかの．文章も含めて、今日

の日本人が古い時代の日本のモラルと受け．止めてい

るものと大分違っているのを感じるのである。古事記

　　　り　も　’
にも、水蛭子一障害児一を産んだので、アシの舟

にのせて流したことが書かれておD、占い時代の日本

人はかなり．大らかであったように思うのである。大人

が身勝手とか、野蛮とかいったものでなく、また女性

か横着であったのとも違った、もっとカラッとした生

き方をして、懐の中に乳児を入れて歩き、夫婦で子

どもの髪をそったりして、♪、間として極めて白然な

生き方で子どもを愛していたように思えるのである．、

　以上日本の来し方を振り返ってみると、物の豊か

な現代は、つい最近にもたらされた短い期間のこと

にすぎないのを感じるのである。そしてこの変化は

極めて急速にやってきて、日本人はその生き方

∫・育てのモデルを、見失っているように思うので’あ



る．このような時代になるまで日本人は子どもたち

に、ご飯粒を捨てると目がつぶれると教えるのをた

めらうこkがなかったはすで’ある，しかし豊かな時

代に人・．、た今日、f’どもたちはおいしいチョコレー

｝・に見向きもせす、その中にK’っているピ・クIJマ

ンシール集めに熱中L、少女はダィェ．’トのために

ご飯を残し、惜Lげもなくごみ箱に捨てるク）である

二れら食べらV．Lる物を惜しいと考えすべてUに人A

たならば、健康のほうが惜しくなるかもしれないの

て．あろう　飽食の時代である，

　このような空前の物の豊かさは、自然科学や産業

技術や経済の総合的な発展によってもたらされたも

ので．あることはいうまでもない，t最近の育児｝月品の

中のヒ・・ト商品のひとつと思われる兼用ドレス（ツ

ウウェイ・ドレスVを例にとってみると、これまで

Ψ後2～3カ月で着せられなくなるベピードレスの

裾を、止め方を変えることによって両脚を分けてつ

なぎ服の．ようにして着せることが出来、1年以トも

使い続けられるのである．これは単なるデザインの

思いつきで出来たのではない．．洗濯に耐えるストレ

’チ繊紺素材の開発と生産がその基礎にあったから

ツウウェイドレス（兼用ドレス）

　　　　　　　　　　　　　　　　世界乃‘尼痕と母】4

こそ、作りあげることが出．来た製品なのである．

　紙おむつも如t‘既にふれたように、H（｛禾［ll｛｝年代に

はヨーロノハでハルプ製品として売り出されていた

ことが知られているが、50年代中半以後は∫自1分1：1吸

水体の開発生産か進んで、メンカ’しべ一ハや紙おむ

つからイ「油おむっという1呼ひ．方が適切な製品ヒな一．，て、

「氏コス1パ1｛：産か進んで．普皮してきているので．ある

食品の分野て’も、どろどろした瓶孟・缶晶のペピー

フードは持ち運びにも・Rく味もよくない物が多か．．

たのが、舷近はフリーズドライといった製法の根本

的な向一ヒや、また家庭でグ）電r・レンンの普便などか

相侯って、1｜未覚r1｛」にも視覚的にも隔．川二の進歩を．遂げ

つつあるのである、

　このような豊かな時代に育てられるr一どもたちか、

しもやけや赤ぎれの手をこすって可道を’γ：校に通．・・

た時代のFどもたちに比べて．ほんとうに、呂福にな

ったのであろうか，．江戸時代で．さえ∫・育てには．三分

の飢、三分の寒の大切さか、繰り返L説かれノニのに、

春れる者は久しからずという二とになるこヒはない

のであろうか、

　1勺十・t鑑三．カcH月洋r44年、　日4cカ【1．li吉　・　H露グ㌔）氷乾争1こ

勝ち、朝鮮を植民地とした頃、”敗戦必しも不1ピにあ

らざる事を教えます．国は戦争に敗けても亡ぴ．ませ

ん、実に戦争に勝って亡びた国は歴史上決して勘く

ないのでありますt／．川の興亡は戦争の勝敗に因りま

せん、その民の’ド素の教養に［tg　t）ます”と，R・t、た、．1

葉が、今さら胸にLみるので．ある、

　この豊かさがII本人を滅ぼすことのないよう、新L

いILH“のモラルサポートを築いてくれることを願っ

てtllまない次第である、
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特集・最も幸せな子どもたち

しつけからみた母子関係の今昔

v）　　　　ざわ　　　　やす

湯　　沢　　雍

お茶の水女子・大学教授

二
立
多

レ
頁
～

　L落ちた評価

　く老人大学〉などと称する高齢者学扱で、「皆さん

か若かった戦前と最近とを比べてみて、日本の家族

関係はどちらの方が良いと思いますか．」と聞いてみ

ると、夫婦関係については、最近の方にi＝が挙かる，．

しかし、規了・関係については、全貝一・致で戦前の方

に手が挙かるのが常である、「どうしてて．すか．」と重

ねて聞くと、「子どもはちゃんと親の言い付けに従っ

たし、視は一・所懸命子の面倒をみて、よくしつけを

したからね．。今は、親1：一どちらもだらしかないよt，1

とはっきりした答えが返ってくる．、．こういった判断

は、経済企画庁が昭和5〔｝年に行った〈家庭機能とそ

の施策充実に関する調査〉でも同様であ一ったから、

老入のみならず日本人一般の考’えととってよさそう

て・．ある．、

　子育てやしつけの担当者は、今も昔も、事実上大

部分は母親だから、以上のことは、日本の母r関係

が悪化の一一途を辿っていることを意味するものだが、

一体、この指摘は正当なものであろうか、．

　もっとも、一・11にく了・育て♪といっても、乳「尼期

から青年期まで’年齢幅も広く異なった問題があり、

　（戦前）といっても、明治と昭和では背景が著しく

？〈．なるため、短い小諭て．はとても論じ切れない，そ

こで本稿て．は、昭相10年代のことにしぼって最近と

比較することにする　戦前で’は珍しい実証的デー一タ

が、二の時期だけ存作するからである．

　2，昭和10年代の母と子

　昭和18年に、神奈lli県の3農村で乳1見とその母親

を調杏した青木誠四郎の報告がその一つである。そ

れによると、授乳時闘の定めのない親子一86％、ガミ

ながら添乳する母親＝67％、一・人で寝られない子ど

も＝94％、いつもf・を抱くかおぶっている母親＝64

ソとある、別の畳乏告で、昭手旧7年に東京都下農村小

学生を調査した東京府社会教育課のものによると、

歯を磨かない児童＝36％、寝巻きに着杵えない児藪

＝ ］5％、好・きな時に好きなだけ間食する児蝦＝80％

などとある．

　これは、戦後のどの調査と比べても呂；しく劣る数

宅で．、戦前のしつけがゆき届いていたなどとは、と

ても言えるものてはない．とくに農村部ではほとん

ど放置放任で．、少なくとも衛生lfliや叶ゴ舌習‘閨のLつ

けは無かったに等しいと．みるほかないか、なぜ．そん

なにひどかったのかの原因ははっきりしている、極
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度の貧しさからくる母親の忙しさが、その生活の基

盤にあ・ったからである．ほとんどの女性か、結婚後

41～42版くらいまで．グ）間に、授かるままに5人ない

LlO人のf・どもを産んだ、一1人で．もぶっつぶそうも

のなら懲役10年」という1噂を皆心得ていたから、中

絶など思いもよらなかった．たいてい2－3人は早

死にしたか、それでも残った5～6人の1’・どもたち

は、わすかな生き『1斐とともに貧困を再生産したの

て．ある

　「朝は暗いうちに起き、Bl食・洗濯と体む間もなく、

∫供にお乳をのませ、畑と春蚕と重なった時は一’番

辛か．、たものです、当時、洗濯は手で’洗う．毎日ク

タクタに疲れ、瞳眠時間が少ないため、草：むしりを

して1’，’㌧をつかみなから眠ってしまうこともしばしば

て．した　また風呂に入って居眠りをし、風呂桶に頭

をふ一、つけて目をさますことのくり返しでLた」

　‘仕事の合間に、子供を育てて来たような感tかし

ます　当ll8は露地野菜中心の経営をしていた我か家

ては、朝1｝1・くからおむつをいく組も持ち、歩いてト

圧分位かかる畑へよくつれ出しての毎日でLた．農

作業に追われ、子供をだましながら．二人目の．f．fllL・

か生れる時、姑は「寸L供が二人になったから仕事か

てきないなどとはいわせない』といってはりき一’て

いました．．農作業、育児、家事に追われ、友達もグ

’レーフも持たない嫁ぎ先て．、自分かだんだんに小き

くハ什ハサの乾燥人間になっていくような思いの毎

日てした，」［どちらも、長田かなi：『　1．eたちの時代

　　聞き井・さかみ野の女」に記録されている昭和

工｛〕年代の農婦の話｝

ift．’界ノ♪↓尾京．ヒ　｛ひ性

　3．都市と農村の差

　むろん当時でも、東京山のft地区などの1．ilMサラ

リーマン家庭のしつけは．良く行われていたと言え

そうである　98％の児童か寝巻きに着捧え．91％か

歯を磨く習慣を身に付けていた．．家の手伝いはほと

んどせず、その一；：んの時間を勉強に当てていた．こ

れは何よりも、母親か専叢｝こ婦として、おr伝いを

阯いつつ、家事育児に専念できたからてある　この

師の家庭で’育てられた文化人たちが「戦前のしつけ

は、芝派だ・，た」と発ゴし、それのみがマスコミを占

籏してきたことに江意する必要かある　囎1民の声か

そのまま活字になったリ電1皮に乗ったりするように

なったのは、ようやく昭和30年代以降なので．ある一

　しかし、恵まれたしつけがで．きる家庭は一・部のも

のだった、全国に目をやるヒ、昭和10年の日本では、

農林漁業の第1次産業かまた5c｝θoを占めている　製

造業・L業などの第2次産業と、流通サービスなど

の第3次産業従’1「者は合計50％に近づいていたもの

の、その’・1’・分近くはrl営商ll業であったから、都市

サラリーマン家庭はやっと3割、フ”」L一カラーを除

くと1～2割にすきなかった　農業を中心とした1’1

営業家族のノ∫かすっと多かったのである

　その農家の大　4’・は、いつも借金に呂二しめられてい

る．貧困家庭たったから、衛生的しつけは不1’分て’あ

．っても、仕’Pの刊云いを通Lてのしつけは自然のう

ちによく行われていた．「働く水E・V’に氷は張らぬ」、

「仕’拝じょうずの話べた．」、「朝寝は病い、怪寝は貧

乏！　このようなことばを、親は日々∫・どもに聞かせ

ていたから、liどもは労働にはけ．まざるをえない．

「．

ドを見てもきりかない、Lを見てもきりかない．1、
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「もうけることより使わぬこと」、「米一粒にも？が

Eiべん」、「竹のくずも3年｛．二暖は役に立つ」．これ

らのことを繰り返し、繰り返し言われれば自然；こ質

素倹約の習慣が身についたことと思われるが、そう

いう訓戒も、そうせざ．るをえないような非常に苦し

い状況が背景にあったからこそ迫力かあったのであ

る。

　つまり、このような訓戒は、修身の教科書に載っ

ていたとか、学校の先生が言・ったとか、家父長制で

父親が権威があって言ったから効果があった、など

というもので．はない．舞台装置がきちんとあったと

ころに教訓がマッチしていたのである．．

　もっとも、このしつけの期間は長いものではなか

った，恵まれた子どもでも小学校高等科．、普通は小

学校尋常科だけで’就労しなければならなかったから

である。家業を？伝うものも少なくなかったが、大

半の子は口減らしのためにも、よそへ奉公に出た，

つま1）、母1一の直接接触関係は12～13歳で終わり、

思春期は杜会の中にいた，最近のように、大部分の

子どもが自宅から高校へ通い、都．市部では結婚する

まで母親が面倒を見るという時代とは、構造が根本

∬tJtこ」皇う。

　アメリカには、「子どもの思春期化が家族危機の最

大原因」という指摘があるが、戦前日本の過半数を

占める家庭で．はこの期間がなかったことも、母子関

係を安定することに働いていたので’ある，．

　そのほかにも、目ヒに対する絶対服従を強制した

坤皐的な規範、人間関係の最高の価値を親孝行にお

いた儒教主義教育、献身的な自己犠牲を美徳とした

良妻賢母思想、などが．母親の子育て観を支えていた．

14

実生活においても、情報や機会の乏しさから、職業

や結婚相手の選択などfv生を決定する重要問題も、

親の言いなりになるほかなかったので．ある、、そALら

の強制が、現実のしつけの良悪にかかわらす、親．r・

関係はしっかりしていたというイメージにつながる

ので’あろう。

　4．戦後の充実の側面

　しかし、戦後しばらくすると、世間の母親像は逆

転する．，戦前のような「母親賛美論」は乏しくなっ

て、「無責任母親論」ともいうべき否定的評価の．方

が優勢になってきたのである．40年代からは、「母

性喪失時代」「母原」1苅」から、はては「r一捨てf・殺し

時代の到来」という言葉までささやかれるようにな

った。

　では、戦後日本の子どもは、親とくに母親から冷

たく扱われ、まともに育てられなくなったので．あろ

うか、客観的データが示すところからは、けっして

そうではない，むしろ逆な面の方が多い．

　まず、子どもは死の危険からはるかに遠くなった．．

昭和10年には10．67％もあった「乳児死亡率」は、㈹

年には0，55％へと、実に20分のLにも激減した，5

歳から9歳までの児童の死亡率も、19分の1になっ

た，医療と公衆衛生の飛躍的向ヒはもちろんあった

が、母親の熱心な監li隻彗量冑・的知識に基づく看病も、

これに貢献していることは間違いない．

　それだけではない，r一どもは、栄養の改善から身

長・体重ともに大きくなリ、生活水準の向．．Lから小

学生以1二になると大部分の者に個室が与えられ、95

％以上が高等学校へ、3人に1人が高等教育機関に



進学できるようにな＋］、青少年の大部分が又ポーツ

や長期旅行を楽Lめるようになった．これは、昭和

30年代まで「は、考えられもしなかったほどの環境の

好転なので．ある．．食えないための娘の身売りの悲哀

は、数丁・人を単位としてII召和34年頃まで．常にあった

のて．ある

　更には、1’・の就職後も親は何かと援助し、結婚式

」く・新婚旅行にも多額の出費と介入を’惜Lまない．．つ

まり母観の大部分は．20年以Lの長期間にわたって、

rどもの面倒を労力的にも経済的にもみすぎるくら

いよくみているというのが大勢である

　おそらくはそのために、妓近の全㈲15～23歳の青

少年般の意織としては、go％の者が自己の家庭に

満足し．学校生活にも80％の者が満足感を示してい

る1昭和60年総務庁青少年対策本部「青少年の連帯

悠などに関する調査川、しかもこれらの数値は、昭

和・｝5年、55．年のいずれよりも向上しているのてある

家庭・学校・地域・職場などに適応て．きす不満感を

抱くr’「少年は、全体ではなく一部の存在であること

を圭ずよく認識する必要がある、この限りでは、母

観の養育沽動が退化したとはとてもいえない，

　5．育児の孤立化

　それなのに、なぜ、日本の母「・関係は悪化したと

汀われるのだろうか．

　〈過保護と過干渉〉

　ま寸基イぶ的問題とLて、豊かになって経済的にも

時間（1｛jにも余裕かできた母親によるr一の面倒ク）みす

ぎというこ．とか、（過保1護〉ぐ．i幽干渉〉．ヒいう・芦態に

つなかり、1｝〔薫前には少なかった、kiJ’・双方の心身症

｝u雅の児寵ヒ母昨

的な病理現象をひきおこしてきた．

　これには、t．父親の育児不協加と、〈進’γ：競争の

激化〉　とい’）二つの大きな』庁景がある．1乏い労働て．

疲れ切った父親は、r師倒なしつけや教育を母規に押

し付けて、たまに加わってもいいかげんな・般論を

言うだけなのは困．・、たことたか、それ以ヒに、生活

競争に打ち勝っために、小学校時代から受験競争に

迫い立てざるをえない状況こそ、現代の最大閥題で

あろう　そのため戦前に比べて、〈幼「ノ己IUIは明るくな

った・が㌦思存期は暗くなったttという暗転が見え

るのてある

　東京都のある母親は、昭和48年の「週1：il朝日』に、

次の．ような投，il二を寄せている

　「たれか好んで．教育ママなどになるもク）か　私は

古今東西を問わす、母親はやさしくあらねばならな

いと信じている．しかL、最近の自分のf「動を1辰り

返って畷階たる気持ちになることかある．私か本気

で腹をvl’1　（、ヒステリ．’クにJ’・どもをLかりつける

のは、∫’一どもかいたずらをしたときて．もなければ、

人道にそむく行いをしたときでもない　t’・どもに家

庭での学習をさせているときばかりである、ああ、

学習指導にはズアの素人の母親か、何故かわ」・いわ

がi「・を怒リなく’．リ、「お母さんは好き．ノ　でも勉強さ

せるお母さんは人嫌い』　といわれなければならない

のか」

　〈子やらいの消滅〉

　もっともこれ1．二は、親以外のM一による育児援助が

ほとんど無くなってしま一．たこととも関係している．

　戦前は、親厄を離れたr・どもに対しては杜会か育

成するという無言のルーILかあったC　r・　K’1らい、の
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習慣がそれで’ある。口べらしを必要としない経済的

には恵まれた家でも、一度は娘や息子を外に出した。

女中奉公、行儀見習い、作男．で’っち、塩ふみ、子

守り奉公などに出して、その出Lた先の主人夫婦に

きびし〈仕込んでもらうことを当然視していたから

である、それがしにくい村では、15、6歳から20歳

ぐらいにかけて、娘宿や若衆宿を設け、それへの参

加を求めたe

　瀬川清子か言ったように「齢頃の者は齢頃の者同

士一一緒に生活しなければ、また他人にしつけてもら

わなければ人間は一人前になれるものではない」と

いう考えによるものであったt．

　「やらう、というのは、子どもをこっちへ来い、親

に従ってAミいと前から引っぱるのではなくて、うし

ろから世の中へ追い込んでいくという意味だ。大き

く成長していく子どもをむしろ親の手から突き離．す、

精神的な離乳である、と民俗学は解説している．

　〈目標と基準の不在〉

　で’は、戦前には何故このような．他人によるしつけ

が可能だったのか，なによりも、社会全体の価値観

か安定しており、子どもというのは地域全部のもの

であるという共有思想があったためであろう。また

戦前では、それぞれの家族に応じたしつけの基準と

目標が明確であったので、迷う恐れがなかったとい

うことか、親を自信あるものにしていた，．けれども、

戦後の家族ではそうはいかない。父親の出張か多い、

単身赴任したり、あるいは夜遅くしか帰って来ない、

という父親不在の問題がよく出る。

　しかし、一番にあげなくてはならない条件の変化

は、男の’f’が将来何の職業につくのかがわからない、
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ということではないかと私は思う、大学でも特定の

技能的な学科にすすめば判断がつく．たとえば造船

学科にいけば、たぶん造船会社へ就職するで．あろっ

という見当は自他ともにつぷ．芸術大学の音楽学部

にはいれたら、これは音楽家になるという見当かつ

く．、しかし、それは非常な特殊少数例で、人部分を

占めるそうで．ない場合には、ほとんどわからない。

一・方、女の了・の方も、女の子自身の就職ということ

もあるが、一一般的には結婚の方がより大切で’、それ

か20歳過ぎるまで、どういう職業の男性と結婚する

のかが見当つかない．．

　これでは2〔．歳過ぎまで、効率的なしつけの目標と

基準が決まらない、いわんや10歳くらいのときに、

人生目標を定めた効果的なしつけなどはできないの

である。

　以上のようなことから、現代の母子関係はすこぶ

る難．しいことになってきたpしかし、その期間は、

せいぜい子どもが11歳くらいから18歳位までのこと

である．．歩むべき人生行路は、欧米の社会で見られ

るように、本来15歳から上は、本人の意思と能力で

決定させるべきことなのである。日本は、依然年功

序列賃金で初任給が非常に低いために、生活援助か

長期間必要となるという事情があるにせよ、自分の

子・どもが、他人より少しでも有利に、より高収入に

なることだけを目指さなければ、受験競争はさして

厳しいものではなくなる。

　豊かな人間性を身につけた人開に育てることを第

一
の目標に、他人の目を気にせず、自信を持って真

剣に子どもに対する，、母親にとって、それ以外の王

道はないのである。



田w力児童t母情

特集・最も幸せな子どもたち

乳幼児の死亡率
　　日本の動向と世界の問題

苧　薗　崇　差
日本総合愛育研究所所長

　はじめに

　わが国の乳児死亡率は、昭和62年には出生1．OO“当

たり5．〔［k世界でも最低となった．その意味で日本の

小児保健は世界の一流で．あり、少産少死の定着や与

命の延長も、乳幼児の低死亡率に支えられていると

いえる　こうした乳児死亡率の低下は自：は「しいこと

にi蓮いないが、Fどもの幸せは母子保健統計だけで．

ち．えるわけにいかないし、世界の、特に発展途ヒ国

では、現白でもなお高い乳児死亡率に象徴される生

活環境の悪さが問題となっている

　二こでは、はじめにわが国の9’L幼児死亡率の推移

をその理由とともに整理し、途ヒ国の現状と対策を

考え、あわせてわが国のこれからの母子保健の問題

を考えることにしよう、

　わが国の乳幼児死亡率の推移

　わが国の乳児死亡率がどのように低下してきたか

を図1に’1＞す　今から数十年前、大正末期から昭相

初めには、乳児死亡率はlooを越えていた＝それか急、

速に低ドし、戦争末期の字白はあるもののL戦後史

にめざましく低．ドした様子かよくわかる．

　1950年からの米国とスウェーデンの推移を併せて

示したか、当初わが国の半分以ドた・．た死亡率は今

日では逆転してしまっている．．わが国がこソ）ような

低ドを短期間に成し遂げた理由は、諸外国ジ醇IIII家

も不思議に思うようて．、よく質問を受ける　その．il±

答を．．・言でいえぱ、小児医療の向ヒと小児保健サー

ビス普皮のおかげということになるか、後述するよ

うに国民全体の教育レベルの高さか大きな囚∫・てあ

ろう　妓近35年の乳児死亡↓率の推移をじ要死亡馴日

別に見ると、図2のごとくて．ある　急激な低ドを小

した÷ヒ因の例は下痢・腸炎、肺炎・気管£炎てある

か、これらはいずれも感染症てあ．，て、抗生剤を中

心とした医療の発達によって治療i）∫能とな‘1、ある
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いは環境衛生の向上と予防接種の普及によって予防

できるようになったためである．tそれに引き換え、

先天異常や出生時の仮死撫ないし低酸素症）・損傷

などは原因が出生前にあるため、治療や予防が困難

で、この30年間減少させられないでいる．このため

最近では、乳児死亡原因の1位、2位はこの2つが

占めるようになったのである，

　更に幼児死亡率は、1950年からの35年問に926．8

から51．9と“・　．）ている、これも20分の1に近い減少

を示したものの、例iばスウエーデン32．8、オラン

ダ48．1［いすれも1983年）に比べてまだ改善の余地

がある．その原因を探るために死亡原因をみると、

図2乳児主要死因別
　　死亡幸推移L出生］Ol∫対‘

表1国別死亡原因別幼児死亡率（1～4歳）1983年

死亡原因

国　名
全幼児
死．亡率 悪性

新生物

循環器
疾患

呼吸器

疾患

先天

異常
事故

日本 52．6 4．6 3．3 5．6 9．u 18．4

米国 57．6 4．6 2．7 3．6 7．5 z2．5

プランス 57．4 6．o 2．：寸 3．1 7．5 1s．7

オランク 48．1 5．2 L3 3．［ 6．1 14．1

スウニーデン ：党．8 5．5 〈L8
L8 8．3 8．6

表1のように、米国、フランスはわが国と事情が似

ているが、スウエーデンやオランダに比べて事故に

よる死亡率が高いことがわかる，つまり乳児死亡の

場合同様、抗生剤の発」1に基づく医療の進歩によっ

て死亡：率のめざましい改善があった一方て．、近代化

社会の中の事故の多発が目itr：つてきているといりこ

とであろうtt事故の予防には、生活環境、交通手段

の見　if．s：しと、安全教育の必要性が強調されよう，．

　発展途上国の乳幼児死亡率

わが国の乳幼児死亡率｛↓ξFの現状が世界でも一流

になったのに対し、発展途ヒ国で’はなお乳児死亡．率

10eを越える状態が続いている　既に5という低率に

達したわが国としては、これらの国に援助してr一ど

もを守る努力をすべきである．．．高い乳幼児死亡率の

原因が感染症に基づいていることはわかっているの

で、その援助の方向は予防接種と地域母．子保健の向

上である．．既に国際協力事業団（JICA）を中心とし

た援助も緒についたし、WHOの推進するEPI〔拡大

予防接種計画）にも協力する体制がとられつつある

が、今後なお積極的な努力が必要である．予防接種
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によリ．刊；加r能な疾患で’、現在途1洞で小児の命を

最も脅かしている感染症は、麻疹、破傷風、ジフテ

リア、百1．1咳などである，下痢に対しては、UNIC－

EFを小心に経口補液が勧められておリ〔必要な塩類

のハ．．・クを僻地に至るまで配布し、ド痢の時はこれ

をきれいな水に溶解して飲ませることを勧める）、効

果をヒけ「ているようで．ある．．コレラや赤痢をはじめ

とする1ご痢症は小児の大敵で’あるか、有効な予防接

種かないため、予防には環∫克衛生の向．ヒを必要とす

る．しかしその実現には、膨大な費用と住民の衛生

教育が必要で．あり、急速な改善の望めないのが実状

である　まず予防接簡で防げる感染症から始めて、

表2アジアにおける主要国別乳児死亡率と

　　女性の小学校就学率　　　　IUMα三F酬、

岡名
全人口

↓千人）

乳児
人口

　　粗

出生率
乳児
死亡率

女子
就学率

lF人） ｛人日．F剛 魑生刊わ ［％）

19rl5．：f：

’｛・グラ’1パ 58，3ア3 2、LI〕9 52
16t〕 ；≧1

イノ1・’7ン7’ m7．04u 3，646 44 137 65

’・ キ又タン 57，211 2，375 5し， 」50 2t｝

『ノイリヒン 32，491 1，225
一 一

U1
タイ 3i．77S 1，17B

一
gu 74

インド 491，435 17．85〔1
一

go
F一：〕’

ネパー’レ 1り，34」 368
一

2｛．18 4

中国 728，567 22，〔183
一 一

日本 gx　88】　　乏

1
7
9
8
　
， ▲9 」9 100

19H5年

パングラ’イ／又 1（U，U7 3，Xll 43 124 50

．f！ドネシア 164，887 4，211 32 ｛．〕6 1］6

パキスタン 94，73《） 3，858 42 115 31

一 7イリト・1，　　　　　一

54．・179 ］，557 32
5ア lo7

クイ 5工，705 1，395 26 4・1 97

f！ド 749，833 20，325 32
Il〕5 69

吉バー’し L6，534 頴6 41 134 47

中匡1　　　　1 ．1）68，222 23，858 19 36 107

1体 12（．），684 L527 12 6
川o

　　　　　　　　　　　　　　　　世界の児ぽと曝刊

気長に住民の教育を続けるしかないであろう。

　保健衛生の知識を住民に与え、自発的な取リ組み

にr晴めていくには、やはり読み書きの教育から始め、

母親つまり女性の意識と地位をr蒔める必要がある

表2は、アジア地域でのいくつかの国の人U、出’．k

率、それに乳児死亡率と女性の小ゾγ：校就学率とを示

したものである、，ここには1965．年と85年の数字を比

較して示したが、現在でも乳児死亡率lo〔｝を越す国て．

は女r・就学率1読み書きのできる、識寸：率とはは伺じ

意1床になろう上の低いことがわかる

　この表で読みとって頂きたいことは他にもある、

それは人r1問題で．、これらの国々ではこの20年問の

人ll増∫川か相当にめざ．まLい、65．年を，lll準にしてみ

れば、1－1　ngのみかこの1・：．1］の増戊川か：）09’oで、他の1！ミ｜は

3〔｝％から50％以fzにものぽる．もちろん途卜匡1にお

ける人日動態の統計そのものが∂か狂不備であ’一、たか

ら、二の数字の動きをそのまま鵜呑みにすることは

できないか、多くの国で人1．1問題を国の屯要施策に

取リヒげている　つまり世界における人口爆発ヒい

われ、国連で重要視している問題である、中国で．は

最も1」！lZ剣に取り組み、一人っド政策という強引とも

みえるJh・tを推進して出生率をドげることに成功し

ているか、他の国で’の人n増加｛∫1］制は全くといえる

ほどfN　J，iJしてL・ない

　わが国は政策として出∫毫制限を企図したことはな

いか．、近年の出生率の低ドカ｛著Lい　これは住居事

情の悪さと教育費の高さから、国民が自発的にτ供

数を減らしたたダ）と考．えられている．この低ドは将

米のわが国の活力低ドにつなかるのではないかと憂

慮する意見もでてきている　家族r汁画というば襲は
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かつては産児制限と同義語であったが、わが国では

両親の都合のよい時期に欲しいだけの数の子どもを

生み育てようという、計画育児の意味になっている．

　途上国からはこの家族計画についての援助の申し

込みも多い、，．JICAにも家族計画関係を担当する室

が特別にあるが、ある国が政策として人口問題を重

視しているということと、現地住民のニーズとは全

く別である点が、この援助の難しいところで’ある．，

発展途L地域の住民は、乳幼児死亡率の高さの故に

多くの子どもを生んでおく必要があるし、子どもも

労働力である．地域によっては、部族の人数の多い

ことが勢力を示すことになるし、もちろん宗教や風

習の力も大きい．特に人口政策を先進国のエゴとと

られることには最も注意しなければなるまい．．．こう

した配慮や実効を考慮して、．JICAによるわが国か

らの家族計画の援助は次の3方式のいずれかとなっ

ている、、すなわち、

　①地域における母子保健の向上を援助して乳幼児

死亡率を下げ、また健康教育により住民に家族計画

の利点と方法を理解させL将来的に出生率を下げる．

　②教育・広報を援劫するために視聴覚教育に必要

な機材、教材作成の技術の而で’の協力。

　③人口統計をと1）、解析するための機材や技術の

援助，tの3本で’ある。

　以上のうち①の母子保健インテグレート型の援助

が、本稿と関連が深いことになる．，逆に、母子保健

の援助として感染症予防のプログラムを組む時には、

　その成功の暁に人「1過剰がくることを計算にいれ、

家族計画との組み合わせを考慮しておく必要があろ

　う。
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　乳児死亡率世界最低時代の母子保健

　さて、乳児死亡率が世界最低となった現（tl、わか

国の母子保健は今後どうあるべきであろうか．．．実は

われわれ母子保健関係者はかなりの危機感を持って

いる．、その理．由を挙げてみよう＝

　川高齢化社会を支える者は誰か．

　少産少死が定着し、高齢化社会に確実に向かって

いく時、これを支える者は労働人口に当たる人たち

である。今から20年前には、労働人口q5歳～64歳）

と高齢人口〔65歳以上）の比は12：1であった．、それ

が現在は7：1から6：1に近づいている、．そして20年

後には3：1になると予測されている｛厚生省人口問

題研究所’・）．、3：1とは言い替えれば、3人の働き盛り

の人で1人のお年寄りの而倒を見なければならない

計算で’あり、これはかなりたいへんなことである。

この近い将来の社会を担ってくれる今の子どもたち、

これから生まれてくる子どもたちの健康は極めて大

切で’あり、単に病気がないというだけではなく、体

力の面で．も気力の面でも充実した大人であってくれ

なければならない．このために1まこれからの母．r・保

健をその方向で立て直さなくてはならない．，従来は、

例えば健診で病気の早期発見・早期治療を大きな目的

にしてきたが、今後はそれにとどまらず、．健康度の向

上という広い視野からの総合的対策を必要としよう、

　（2）母子保健関連の行政と法の整備が必要

　　lz述のようにこれからの母子保健はます圭すその

　重要性を増すが、現実には高齢者対策に追われて母

　子保健の手抜きがおこる危険性がある．特に老人保

健法の発足以来、その実施主体の市町村で．は、財政

　と人手の不足からどこかの．乎抜きを必要としている



ところもある．その時、f・どもの死亡率が下がった

からといって母子保健が手抜きの対象になりやすい

し、現にそうした情報も多い、．この対策としては、

関係者の母r保健に対する理解と努力か第一である

か、行政的に枠をはめるためには、fe　r・保健法を老

人保健法と並ぷ形で整備し、少なくともfn　（1：実績と

Lてある各種母．i「．保健サーヒ’スを》穣り込んでおく必

要かある．また市町村の人材を充実するとともに、

保健所との役割分SII．を早急に整理する必．要もある

　（3〕母子をめぐる社会環境を考えよう

　母r傑健の重要性にもかかわらす、母．r一をめく’る

社会環境は大きく変化しっつあり、それが．∫一どもの

心身の健康に及ぼす影響も大きい、．

　例えば、育児に未熟な母親が増加しているといわ

れる、ITI分が出産してはじめて赤ん坊にさわったと

いう母親か増えているといわれるが、これは今の若

い母説の世代は既にきょうだいが少なく、近所付き

合いや親戚付き合いも減っているので、子守の経験

がない二とによoていよう．それでも里帰り分娩を

したり、おばあちゃんが応援にきてくれる家庭はよ

いが、病産院を退院してそのまま若夫婦だけで育児

をしなければならない時、ド手をすると、育児ノイ

ロー一ゼになったり、自信がないので早．くから乳児保

育に依存して育児を人頼みにしたりということにも

なりかねない

　今後仕事を持つ女性がますます増えるのは当然だ

hi・　．母r関係の確立のためには、少なくとも乳児期

は母親が自分で．子育てをLてくれるのが望ましいと

される，スキンン．・tフ．を介しての母r・関係の確こCは

父親や他人て’はなL得ないものかあるようで、この

　　　　　　　　　　　　　　　世界r，1星東と母w．

ためには少なくとも1年間の育児休業制度を確立した

い．欧州では東西を問わすこの制度が定着しているが、

わが国では小中学校の教師と、病院勤務の肴護婦以

外はまだ少ないtt労働省では企業での採用を勧めて

いるが、容易に受け入れられないのは残念である．．．

　前述の不慣れな母親よ寸策としても役立つと思うの

だが、学校や地域の子ども会などで、年齢の違うf’

どもたちを一緒に活動させ、大きいJ：か小さい∫．の

面倒を見る機会をつくっているのは好ましい．．老人

との交流の場を設けている学校や保育所の試みも、

三世代同居の少なくなった昨今、子どもが老人の経

験を知って尊敬し、老人には生きΨ斐・の機会ともな

るのでよい企画だと思う。

　近頃の子どもの体がおかしいという誘いJfがマス

コミて’されたことがあったが、策者は医学的にその

心配はないと思うものの、S：どもの体力や運動能力

の点で気になることはある．，自律神経の調f’・を整え、

｝封故を防ぐ運動能ノ」を身につけるなどのためには、

薄着やはだしで飛ぴ．回れることはよいことに違いな

いし、冒険遊びのできる場所も整備Lてやりたい．

けかをした時の．責任だけを気にして積極的な運動や

遊びをさせないという姿勢では、これからのたいへ

んな社会を担ってくれる人材は育たない．

　おわりに

　乳幼児の死亡率の推移を話題のii］’“にして、わか

国の母1㌘保健のあり方について考えてみた　またア

ジアの途日．f’］の母1「・保健統8汁からわか川の医療援輿」

の方向についても＃；えた．いすれも人切な問題なの

で．本書の読者のノ∫々からもぜひご意見を伺いたい．．
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特集・最も幸せな子どもたち

子どもたちの豊かな未来のために

〔出儲〕罰苗義也
五＋洲　筑波大学教授

　　　　　た　　　むら　　　ま　　　き　　　え

　　　　　田　村　満　喜　枝

　　　　マリ・ノジ・カウンセラー

　　　　みや　　　　ざわ　　　　ヤt

　　　　宮　澤　　康
　　　　東京大学教授

　　　　ひら　　　　　い　　　　　のコト

〔司会者〕平 井　信
　　　　大妻女子大学教授

と
人

義

子どもの苦しみ、親の悩み

平井　児童福祉法が昭和22年に制定されて今年で丸

40年になります。この間の急激な社会の動きに伴い、

子どもたちを取り巻く環境も大きく変わりました。

物質的に豊かになり、あらゆる技術が進歩し、社会

的制度やシステムも整備された結果、例えば、乳児

死亡率は世界一を記録するほど急速に低下し、体格

も立派になりました。教育の面では、教育の機会が

誰にでも平等に与えられています。そのような観点

からいえば、40年前の子どもたちに比べ、いまの子

どもたちは幸せであるといえるでしょう。しかし、

体力、持久力の点では弱くなったといわれますし、

また教育現場では落ちこぼれが問題となっています。

このような現実を目にすると、果たしていまの子ど

もたちは本当に幸せなのか、と思わざるをえません。

　今回の特集は“最も幸せな子どもたち”をテーマに、

この40年間に子どもたちの周りにどのような問題が

派生し、それが今後どのように変わっていくのか、そ

して子どもたちの豊かな未来のために私たちは何を

したらいいのかにっいて、考えてみたいと思います。

そこで、教育を通して直接あるいは間接的に子ども

たちとかかわりをお持ちの副田先生、宮澤先生、そ

して現在はマリッジ・カウンセラーをされていますが、

東京家庭裁判所の調停委員もされたご経験からいろ

いろな家族を見てこられた田村先生にお集まりいた

だきました。今回の特集では、この座談会に合わせ

て、4名の先生方にそれぞれ教育、家族、保健そして

物質面からとらえた子どもの幸せについてご執筆い

ただいております。この4名の先生方にご考察いただ
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きまLたテーマも含めて、幅広い見地からご意見を

いただき、子どもの幸せを探ってみたいと考えます，、

　まず、それぞれのお立場から、子どもたちを取り

巻く社会環境で、いま問題と思われることについて

お聞かせいただきたいと思いますe

副田　気になることは、やはり今の日本の教育の問

題です．少なく！も教育の面て．は、日本の子どもた

ちは幸せというわけにはいかないて’しょう．特に小

学校高学年から中学生にかけての時期に、受験戦争

に備えた知育偏重の教育が行われ、それにf’どもた

ちか；1‘｜；しんでいるという実態かあります．．私も子を

もつ視で．すか、親の立場としては、子どもたちの苦

しみに対Lて家族・家庭はどう対応したらいいのか

について9vえ、解決をみつけたいのですが．どうも

家族だけではlt寸応しきれないほど大きな問題が現在

グ）教育にはあるように思われます。

宮澤　U本だけで’はなく、欧米先進諸国においても、

近代社会は、子どもを幸せにする社会づくりを目手旨

Lましたが、現実はその願望とは裏腹な方向に進ん

で．います　日本の今の子どもの不幸せの原因は、単

に親r・の関係、教師と生徒の関係だけがゆがんでい

るためとは思えません。家庭や学校だけに問題があ

るのではなく、社会全体の大人とr．どもを結びつけ

ている関係のシステムが、狂ってきているのではな

いかと感じています．

田村　私は、夫婦関係を主にした家族のカウンセリ

ングを通して、むしろ不幸せなi∫々と一緒に歩いて

きました　そうした経験から言いますと、以前は8、

9割のケースが、お予伝いをしていくうちに垢の状

態を取り戻していけたのですが、最近はそれが大変

世界の児th．とMi性

むずかしくなっています、それぞれ大人かとてIJ〔1

己中心的て’、そのうえ目）Eのことしか見なくなって

きていることに原因かあるように思われます．夫婦

間の問題が直接的なことだとはいっても、r一どもは

その両親を基盤に依存レ友定して成長していくので

ケから、当然いろいろな形で、多大な影背を受ける

二とになります　そうした家族のなかで見られるjt

どもの姿は、大人中心の家族のなかで’置き去られて

いるような気がします．．子どもの幸せは、安定Lた

家庭のなかにこそあるわけですから、家庭のなかで

の幸せからは遠くなってきているように思います．

教育システムの行詰まり

平井　お三方とも、幸せという言葉には抵抗をお感

じになるほど、現代のrどもたちか置かれている状

況はよくないということです．：私もずっと教育にか

かわっていますか、最近の教育現場はかなり荒廃し

ています。その影響を受けて、家庭のしつけも、バー

ソナリティーを育むことよりは、学力優先となって

います．　／tこの問題の底流にあるものは何でしょうか．

副田　それを言い当てる自信はあ1）ませんが、宮澤

先生がおっしヤった、大人と子どもの川のンステム

の狂いが教育の場にも出てきているのではないで’L

ようか、いま、日本の学校教育、特に中等教育のシ

ステム全体が行き沽まっており、これは日本だけの

現象ではなく、先進資本主義杜会のほとんどに共通

して見い幽だされるものです、、

　中等教育のシステムの行き詰まりの背景には2つ

の条件かあると思います．ひとつは、高写教育が一

般化したことです．一般に、高等教育か一一般fヒする

23



と、中等教育が、大学進学者のための準備教育と、

中等教育だけで終えて働く人たちの完成教育の2本

建てになります。優秀な生徒と教師は準備教育のほ

うに進むので、大学進学率が高くなればなるほど、

完成教育の現場で勉強する子どもたちは劣等感を持

ち、更にそれに根ざした逸脱行動が現われてきます。

いわゆる勉強ぎらい、学校に対する拒否的な態度、

反社会的な行動ですe

　もう一つの条件は、杜会が非常に豊かになった結

果、豊かな生活が当然のこととなってしまい、豊か

さを獲得するために、一所懸命勉強したり、努力を

しようという考え方がなくなってしまったことです。

そうなると、価値意識が多様化して、勉強が出来る

ということが数多くある価値のうちの一つでしかな

くなるため、子どもたちは勉強以外のことで自己を

主張するようにな1）ます。にもかかわらず、学校が

依然として勉強だけを目的とした場であるため、子

どもにとって学校は、自分が価値を認めていないも

のを強制される場ということになります。制度面か

らこうした問題にどう対応するかを考えなければい

けないと思います。

司会の平井信義氏
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宮澤　アメリカでは、教育の機会が均等に与えられ

た結果、いまや大学進学者が半数を越え、大学卒業

の資格を持っていることが何ら特権ではなくなって

います。このように学歴のもつ価値が薄められてく

ると、物理学や代数学など、これまですべての子ど

もにとって必ずしも必要がなかった勉強を全員が強

いられることになります。しかも、資格を持ってい

ないことがマイナスになりますから、いずれにして

も、子どもたちにとって、学校が負担になってきま

す。これを解決するためには、まず、教育の機会均

等の考え方の裏にひそむ競争と画一主義という否定

面をきちんと押えておく必要があ1）ます。

　更に、近代社会は学校に重きを置きすぎて、子育

ての機能をすべて学校に任せてしまいました。その

学校の機能がマイナスの方向に働いた結果、いろい

ろな問題が起きてきていると思います。ですから、

一
人前の社会人に育てる手立てを学校だけに全て期

待するという近代杜会の考え方を改めていかなけれ

ばなりません。

望まれる教育現場の柔軟な対応

平井　そうしますと、現在の教育システムをどうす

ればいいでしょうか。私は、日本の社会には出世主義

に裏付けされた学歴偏重がかなり根強くあり、それ

が高校・大学の進学率を高くする結果になっていると

思います。しかし一方、高い進学率の陰でs落ちこぼ

れていく子の数が高校では多くなっていますが…。

宮澤　例えば、中学1年で英語に興味をもつ子もい

れば、大人になって初めて英語に興味をもち伸びる

入もいます。それにもかかわらず、学校制度を6、3、



3、4年に分けて一律に教育の機会を与え、Lかも学

力を試験によって振り分けてしまうことは、子ども

の個性を育てることからは非常に不合理なことです。

一 人ひとり伸びていくスピードが違うわけですから、

各人に合わせた学年制やカリキュラムが出来るとい

いと思います。

　もうひとつは、中学を終えた段階で、勉強をした

くない子は社会に出ていろいろな体験をしてみる。

そして．社会が何を求めているかを体験し、本当に

自分が勉強したいことを見つけたうえで、高校に入

り、大学に進むという、回り道が出来るような制度

にしてはどうでしょうか。アメリカは日本以上に機

会均等の国ですから、同じレベル、同じ年齢で競争

するのがフェアだという考え方が強くありますが、

その反面で、このような回り道をかなり寛容に認め

るようになってきています。大学の勉強に全然関心

をもたない学生がいることは、杜会にとっても大学

にとっても、そしてまた本人にとってもマイナスだ

ということが次第に認識されるにしたがって、学校

は、本人が本当に必要性を感ヒたことを勉強する場

であるというように、少しずつ考え方が変わってき

っっあります。大学進学率が頭打ちになってきてい

ることからも、学校以外のところで、社会人として

一人前になるための、自分なりの道を見つけようと

する若い人たちの人生選択が始まっていることがう

かがbれます。日本はアメリカより更に画一化され

た社会ですし、タテ社会でもありますから、この考

え方を受入れるのはなかなかむずかしいのですが、

アメリカが進みつつある方向と同じような方向に進

んでいってほしいものです。

　　　　　　　　　　　　　　　　世界の1尼竜と母性

田村　日本は、6年でやると決められたことを9年

かけてやると、それだけで問題視される社会です。

例えば、結婚の場合、相手の身上書をみて、何年浪人

や留年したか、どうしてしたかなどと詮索し、それだ

けで相手を評価する親が数多くいます。就職の際も

不利になります。個々の親だけではなく．杜会全体が

回り道をすることについて柔軟に受け111：めるように

ならなければ、この問題の解決はむずかしいですね。

　しかし、最近は産業界の採用条件が少しずつです

が、変わってきているようです。以前は帰国Ftx’は

就職に不利だといわれていましたが、日本経済が国

際化を迎えたいま、むしろ有利になってきているよ

うです。産業界の採用条件も時代とともに変わって

きているのですから、教育現場も柔軟な対応ができ

るシステムが必要だと思いますね／、

求められる多様な教育システム

平井　つまり、将来、多様な生き方が出来るような

学校のシステムづくりが必要だということですね。

私は、ゆっくりかみしめながら人生を送っていける

ようにするための教育的背景として、就学年限を伸

　　　　　　　　1　　．　　甲『■一一『『

■
　宮澤康人氏
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ばしてはどうかと考えています。とにかく超特急で

走ってしまいますから、辺りの景色が数秒間で過ぎ

去ってしまい、そのすばらしさが1床わえない状況です．

　ところで、家族全員がフランスで数年を過二した

後帰ってきた若い画家夫婦と先日話す機会がありま

した．，子どもたちはいわゆる帰国子女ですta　．，上の

女の子は高校に適応で’きず、学校をやめ、好きなフ

ランス文学の勉強を始めました，いま夢中になって

やっていますe下の男の子は彫刻が好きで、学校の

机に龍の彫刻をしたんだそうです．先生から困るか

ら消してくれといわれて親は学校に行ったんですが、

なんと、その机に磨きをかけてきたそうなんです．，

ですから、更にすばらしい龍の彫刻ができあがった

というのです．，そのうえ、その子のおじいさんがこ

の話を聞いて「そういうことは卒業間際にやるべき

だよ』と答えたという、非常におおらかな家族なので

す。この家族は、学歴、ライセンスにとらわれずに、そ

れぞれが豊かな人生を送るのではないかと思います。

このようにいまの学歴偏重の社会に、アンチな気持

ちをもつ家族がふえていけば、私は子どもたちをい

まの苦しみから救えるのではないかと思いますね，

田村　有名校志向は、以前は小学校3、4年生ごろ

から目立ったと思いますが、いまは幼稚園入園以前

の時期に下がり、そのころから親たちの目は有名中

学から大学を目指すことに向いていると思います。

公立中学の内申で振り分けられる高校受験が、その

子の大学への道を大きく方向づけ、更に就職につな

がるという現実があります。中学では親がPTAの役

員をしていたり、学校の手伝いをして、学校の事情

に精通することが子どもの内申の援助になるという
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わけで、学校教師への強い従属！惑があります、，それ

が学歴偏重の根のように思います。よくr・どもを虜

にとられているから、言いたいことも言えないと言

う母親の声を聞きます．．

副田　大学受験のあり戊ゴカミ中学・高校教育に影響を

及ぼしたことは事実です，大学の人学試験が学カー

本やりで行われているうちは、現在の教育問題は解

決しないので．はないでしょうか、私どもの大学では推

薦入試制度を採用しています。これは各高等学校が

推薦してきた生徒に面接をして、学業成績以外に、ス

ポーツや自治会の活動、地域の奉仕活動の記録など

も勘案し．ながら合否を決めるのです，これは私見で

すが、国立大学が推薦入試で合格者の半数を採れば、

受験戦争は様相を変えるのではないかと思います。

宮澤　推薦人試制度には、大学教師の反発だけでは

なく、中学生、高校生も複雑な受け止め方をしている

ようです．、．いまの日本の風土のなかで推薦制になると、

学校教師に対する従属感がもっと強くなり、学校生活

がいまより息苦しいものになるのではないでしょうか。

平井　欧米との比較で考えたとき、わが国にはタテ

社会の意識が強いという杜会的背．景があります。そ

の強さが教育の現場に・一番残っているという感じが

しますねt

副田　タテ社会の弊害は教師・生徒関係において非

常に強く感じますeこのことを一番感じるのは、体

罰の問題です。NHKの世論調査などをみても、中学

生、高校生の6割ぐらいが教師から殴られた経験を

持ってます．．日本の学校は※営的な規律が好きです。

小さな軍隊のようにr・どもたちを組織だてて動かし、

それによってお行儀がいいとかしっけがよくで’きて



いるといった評価をしますtt教室でもシーンとして

いて、静備なクラスがいいとされます．先［可あるシ

ンボンウムで、東京大学の行政学の大森先生が「い

い先生のクラスほどうるさい、生徒かガヤガヤやっ

ている．：と言われたのか、とても印象的て’Lたね、

平井　私の孫は小学校2年生までイギリスにいまL

た．，．習慣は違うし、言葉はで’きなかったのですか、非

常に楽Lい経験をして帰ってきました．帰国して日

本の学校に入ったら、問題児扱いされてLまい、よ

く嫁が学校に呼ぴ．出されました，家にいるときと全

く変わらない行動をしていて、いわゆる騒がしい生

徒に属Lたわけです、、教師はそれが問題だというの

です．．ところが、4年生になったら、先生との関係を

うまくやるようになったらしくて、全く呼出しがあ

りません．先生の前ではうまくやって、どこか他で’

発散しているのでしょうか、，ドイツの精神分析学者

のアリス・ミラーが『教育やしつけという名目によ

る魂の殺人』ということをいっていますが、私は、

いまの日本の教育は、’r・どもの内的な欲求や自由を

抑r｛r．して、魂を殺しているのではないかと思いますp

　r・どもの自発性や自主性を促すために、教育の内

容をどうしたらいいでしょうカ㌔

副田　現在の教育現場には教えすぎる、教える内容

が多すぎる、という問題があります。基本的には、授

業の負担を軽くする方向に学校教育をもっていくべ

きです．，底辺校になると、公式に定められている年

間の教科内容の3分の1も1年間に教えられない状

況です　なぜ、このような無理が生じてきているの

かを、高校の教科書の作成過程に実際に携わった経

験からぢえてみますと、その元は教師集団にありま

世界の児童と母性

す、．担当時聞を他の教科・より多く、あるいは少なく

とも同じように確保することによって、教師が自分

たちの立場を確保するわけです．そのため、子ども

たちが、詰め込むことが無理な量の勉強を押し付け

られる結果となっています．とてもむすかしい問題

ですが、この．1．1．ilを明るみに出Lて、教える内容を滅

らしていかなければなりません＝文部省かいう　”ゆ

とりの教育〃は、ぜひとも実現の方向に進んて．もら

いたいと思います、更に、近々実現するて．あろうと

いわれる学校の5円制もぜひやってほLいものて．す．

ただし、残りの2日間を塾の勉強で．費やすようにな

っては元のイく阿弥なので、そこに．1二k・がいりますt．

平井　“ゆとりの教育t1の提案が出されたとき、私は

文部省の仕事をしていまLたが、校長先小たちから

「ゆとりをどうしたらいいかを文部省か’バせ』とい

う声がヒがったんです．それにはみんな、かく然と

しました．．その次に何をしたかといいますと、L曜

日にゆとりの時間を設けました．ゆとりの時間をつ

くっても、あとは詰込む、、ゆとりというのは心の持

ち方の問題ですtt教師自身がゆとりのある生活とは

何かを考えるべきなのですか、それをしないところ

に教師の心の貧しさかあるのではないでしょうか　tt

現代の孤立化した家族

宮澤　大人全体が次の世代のモデルであった伝統的

杜会と違って、近代社会は、子育ての機能を学校の教

師だけ、あるいは親だけに押しっけてしまい、それに

かかbらない第三者の大人は無責任でいられるよう

なシステムをつくってきました．tそのため教師は、問

題か起きても、学校内だけで解決しなけれぱならす、
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ますます杜会から孤立してしまったように思います。

　それと同じように、親も子育てにおいては社会か

ら孤立しているといえるでしょう。しかし、この孤

立は近代の親自らが望んできたことでもあります。

好き合った一人の男と一人の女が、先祖から伝わる

伝統からも、かつての村の共同体からも、あるいは

親類からさえも拘束されることをきらい、2人だけ

の純粋な家庭をつくろうとしてきた結果です。これ

は子育てに関しても同じで、他人あるいは近所の年

上の子どもなどの悪い影響を排除して、親がわが子

を純粋にかわいがり、一番いいと思うように育てよ

うとして、自ら望んで家庭を孤立化させてきました。

　ところが、子どもは思春期になると、親の監視の

目を離れて行動半径が広くな1）ます。親の目から見

て問題のある行動をし始めたとき、それに対して親

は全く無力です。誰も助けてくれないし、助けを外

に求めると家の恥を世間にさらすことになるという

わけで、杜会から孤立して家庭のなかだけで子ども

と向き合うことになります。その意味では、親自身

が、あるいは夫婦自身が望んで孤立を招いておきな

がら、子育てについては、自分たちだけでは解決で

」
L

　　二・1

⊥－L
　田村満喜枝氏
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きずに、社会全体の支えを求めるという、非常に矛

盾した状況にあると思いますD

副田　いまのお話は非常に面白く伺いましたe好き

なもの同士が一対一で相対し、杜会から孤立すると

いうのは、ある意味では青年期のロマンティック・ラ

ブにおける理想の人間関係のあり方です。30代、40

代になっても、このような一面的な愛の本質につい

ての価値観をもつ人がふえており、これは日本だけ

ではなく、アメリカや西ドイツでも同様です。

田村　近年の離婚率は、全体としては低下傾向にあ

りますが、中高年の離婚率の上昇と件数の伸びが顕

著になっています。お話の出た30代、40代に相当す

るわけです。この離婚率の伸びがロマンティック・ラ

ブの結果かどうかはわかりませんが、始めにも申し

ましたように、自己中心的であるがゆえの結婚が家

族の崩壊を増加させているともいえます。中高年で

すから、必然的に子どもを連れての離婚が増えてい

ることにもつながるわけです。

　以前の親は大人の悩みを子どもにあまり言いませ

んでしたが、このごろは小さい子どもにさえも、離

婚しようかどうしようかと、言葉は選ぶでしょうが、

その気持ちを相談するんですね。最近は親が離婚を

していると入れない幼稚園や小学校があるため、や

むをえず別居のまま夫婦の形をとるケースもありま

す。ですから、子どもは生活の面でも被害を被るし、

精神的にも両親の葛藤を受け入れざるをえないわけ

です。『お父さんが日曜日に帰ってくるe－H一緒に

過ごして帰るeそれでいいじゃないか。名字が変わ

るのはいやだから、お母さん、わがまま言わないで

くれ』と、はっきり言ったノ］・学生もいます。変わっ



てきた夫婦関係のなかで、子どもも変わったきてい

るわけです。このようなケースをみていると、従来

の家制度に基づいた家族観が解体し、それにかhっ

て、親r・の関係より夫婦の関係を優先する意識が強

くなってきているように思います。

　更に、カウンセリングを通して感じるのは、夫婦

間の性のモラルが変わってきたことですq最近、家

庭をもった50歳代の．男性と関係をもつ相手に、21、2

歳の若い女性がなるケースが目立ちます’，それが家

庭の崩壊につながるケースも数多くあります．アメ

リカの離婚統計によると、近年は結婚する夫婦の2

組のうち1組が離婚し、その子どもの70％がまた離

婚するといわれています。わが国でも、家庭の崩壊

は取大な関心事だと思います。

副田　大学生、高校生を対象にした総理府の性行動

の調査をみると、否応なく性の解放化へ向かってい

ます。流れとしては、婚前交渉が次第に一般化し、

特にその速度が女の子のほうが早いという現象がい

くっかみられます。学生の論文で’性行動について取

1）上げる者が少しずつ増えています。女子学生が堂

々と自分と仲間の性行動の体験を書いて、われわれ

に読ませるわけです。親の価f直観がそう急速に変わ

るとは思えませんが、この性の解放化は動かせない

と思います。

これからの家族像

平井　同棲志向というのは、子どもをつくらないで、

いやならば別れればいいというのですが、この場合

はロマンティック・ラブが永久に成立しないとも限

りませんね。これからの家族を考えると、同棲志向

　　　　　　　　　　　　　　　世界グ，児童t母性

が増えるということでしょうか。

副田　私は、青年期のロマンティvク・ラブの価値

観だけで、果たして夫婦とか家族が支えられるのだ

ろうか、と疑問に思います，恐らく支えられないと

言うべきで’しょう。今後、愛に対する一面的な価値

観が一般化し、更に性の解放化が進んで、それらが

家族制度の崩壊に拍卓をかけることになるのでは困

リますから、家族・家庭のあリノ∫とそれらをどう両

立させるかが問題です．．

　民族あるいは社会の安定、繁栄の基礎に堅実な家

族’セ活があることは、誰も否定できないと思います

が、西ドイツやアメリカのように従来の家族制度が

揺らいできているのも事実です1，日本がそのあとを

追うか遺わないかは意見の分れるところですが、私

は、杜会全体からみると、家族制度が衰退していく

方向に動いているという、大変悲観r1勺な気持ちをも

っています。ひとつの民族、ひとつの国民杜会が宏

定と繁栄を誇れば、その次に衰退の時期が来るとい

うのは、歴史の必然として防ぎようがないのではな

いか。別の言い方をすると、入間というものは物質

的豊かさを手に入れてしまうと、反社会的な方向に

　　　〔　　　　PS－

副田義也氏
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自ずから傾いていくもので、それを家族の場合でみ

ると、個々人はそれぞれ止むに止まれぬロマンティ

vク・ラブの気持ちで家族を構成し、生きているん

でしょうが、社会全体としてみると、結果として家

族を衰退させていく方向に動いていく、といりこと

です。わが国は、．世界的にみても比較の対象がない

くらい短期間に繁栄に向かって走りましたが、既に

衰退の徴候が現れているのではないかというのが私

の考えです。

宮澤私も同じように、非常に悲観的な見方をして

いますtt西洋の近代人は、これまでの入類史に前例

がないほど人間を解放しましたが、一’人ひとりを解

放した反面、社会の安定の基盤である従来の家族制

度を壊しかねない価値観をつくりあげてきたように

思います。西洋人はその矛盾を認めまいとしてきま

したが、ここにきて認めざるをえなくなってきてい

ます　それで家族の崩壊はヨーロッパ文明の危機で．

はないかという’受止め方をして、それをなんとか回

避するための方策を練っていますが、決定的な方策

がみつからないでいます。ですから、このままいく

と、寸輌代ギリシャやローマがあれほどの力を誇りな

がらも衰退していったと同じように、アメリカもヨ

ー ロッパも、内側から崩壊していくのではないかと

考えます。私もどうしたらいいかわかりませんが、

韓国の例で考えてみますと、今日の韓国の経済的発

展を支えているのは、韓国の家族制度ではないかと

思います。いま、韓国は不倫など反道徳的なことに

対しては、戦前の日本以．．上に厳しい国です。しかし

韓国が日本と同じように、更に強力な経済的地位を

占めたのちも、いまと同じような家族制度を基盤に
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した社会秩序が保てるかどうか、それが次の21世紀

の人類社会を占う重要な視点になるような気がします。

21世紀の子どもの幸せのために

平井　社会的、歴史的な流れをみると、次の時代の

子どもたちの環境は悲観的だというお話ですが、幸

せな環境をつくるために、私たちはどうしたらいい

で’しょうかtt

副田　家族なり結婚なりの将来を考え、この問題を

解決に導くとしたら、家族道徳、性道徳をどうやっ

て再建するかということで’しょう。そのことをめぐ

るいくつかの議論をみますと、欧米の場合、かつて

のように聖なるものの力、つまり神、宗教に頼って

家族道徳、性道徳を再建することは無理だろう、と

いわれています。そうなると、人間だけで道徳を再

建しなければならず、恐らくはその様式を洗練させ

るというノ7向で道徳を再建するほかないので．はない

か、と思います．つまり男と女の間の人間関係の取

り結び方を、現代人の美意識から見て望ましいと思

う方向で再建していくというのが、ひとつの方法だ

と思います。

　仮に道徳が再建できたとしても、他の家族よりも

不幸な生活状態に置かれる家族や、他のf’どもより

困難な生活環境に置かれる子どもたちはたくさん出

てくるで’しょう．それに対’応するのはやはり社会的な

政策、制度です．，少なくとも、われわれが展望のきく

時間的な範囲では、道徳の再建と福祉国家体制の強

化の二面作戦でやらざるを得ないだろうと思います．t

宮澤　結論的に言うのは非常にむずかしいんですが、

日本の次の世代はわれわれの悲観的な心配を越えて、



全く新しいライフスタイルをつくっていくだろうと

は思います一ただ、われわれ大人としても、ライフ

スタイルを変えていかなければならないという課題

を、あらゆる面でこれからますます強く要求されて

いくと思いますtt

　そのひとつが家族の問題です．子どもにとって家

族か非常に大事な環境で’あることは確かですが、一

ノiではその家族からもで’きるだけ自由になるという

考え方が必要になるような気かLます　私はIs子ど

もの定年制Jtと言っていますが．思春期になったら

∫・どもは、自立に向けて親元を離れて生きることが

当たり前であるという考え方に変えていかなければ

ならないと思います、．親の方も’‘わが了・だけ”意識

から解放される必要があります。同時に．親元を離

れたr・どもたちを受け入れる社会の受け皿を時聞を

かけて｜lkしていく必・要があると思います、

　もうひとっは、世界経済の中での日本の織斉的地

位の問題に関連しますが、生活を簡素化していくノ∫

向に、日本人はライフスタィルを変えていかなけれ

ばいけないということがあると思います．東南アジ

アの．．一人のr・どもが消費する地球の資源、エネルギ

ー・の絃に対して、日本の子どものそれは50倍だそう

で．す、各国が日本並みの資源をつかうようにな・った

ら、地球の資源は枯渇するし、地球上1の生態系が壊

れて、人間自身の生存も危ぶまれます。これまでの

よ’バこ、生活水準をいまより止r．げるために物質的な

盟かさを更に追求することを目標にして、次の世代

の教育をするのはもう限界に達しているのではない

かと思います．生活をもっと簡素化するというと、

これまでの進歩に対して、むしろ一見すると退歩と

　　　　　　　　　　　　　　　世界の児章ヒ母性

思える価値観ですが、この価値観の転換か重要なこ

とではないて．しょうかtt

田村私たちかf’どもの時代には、物への感謝や命

への慈しみを自分が気かつかないうちに教えられた

ように思います．いまの子どもは、すべて物は使い

捨て．使い放題、そういう環境で’育っているため、人

に対しても使い捨てとか、命への感謝がJL’　1）なくな

るのではないかと思います．その意味て．、そういう

ことをしっかり子どもに植えつけていきたいですね．

　最近はファミコンが流イ．テっています．．見ていると、

宇宙軍をやっつけて、爆弾がくると逃げるというや

リ方でレベルア．ノブしていくゲームなんですt．ユ．．そ

っいっなかにf’どもが浸りきって、きれいな物語を

読んだり、友達と白然のなかで遊ぷことをつまらな

いと感じるようになっていくのは恐ろしいですね、，

t／然のなかて友達と遊ぷことは非常にi‘い五で’、夏休

みにキャンプなどを経．験させることは大切です、．豊

かな人間性を育むように、遊び．そのものも変わって

ほしいで’すね

平井　r育て論からいうと、f’どもは母親との情緒

的な結びつきをペースにして成長していきます　で

すから、いまのような？抜きのr育てをすると、そ

の子が親になったときに、もっとまずいr・育てをす

るという悪循環になるのではないかと、私も21世紀

の日本の子育てには不安を感じています。r・育ての

究極の目的は、t‘i立させることにあるはすです．そ

のためには、］㌧育ての過程で、子どもの自発性、ド．1セ

性の発達を損ねることのないようにしたいものです。

　本日は大変斬新なご意見をお聞かせいただき、あ

りがとうございました．．　　　　　　（7月ll日実施）
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囲児童の健全育成の課題と展望
戦後の概観と新しい動き

やま　　　　　　もと　　　　　　　たもつ

山　　本　　　　　　　　　　　保

厚生省児童家庭局育成課児童福祉専門官

　L児童健全育成の創設期一昭和20年代一

　わが国においてすべての児童が健全に生まれ育て

られることが児童福祉の理念として明確にされたの

は、昭和22年12月の児童福祉法の制定に遡t）ます。

その第1条には「すべて国民は、児童が心身ともに健

やかに生まれ、且つ、育成されるように努めなけれ

ばならない」ことが定められ、第2条にはその育成

の責任を保護者とともに国と地方公共団体に負わせ

ています。児童福祉法の制定過程において、中央社

会事業委貝会に対し示された児童保護法要綱案一戦

前の救護法（昭和7年）・児童虐待防止法・少年教護

法（ともに昭和8年）などの、保護を要する児童に対す

る各法の統合として構想されていたことは有名です。

　しかし、児童福祉法は、要保護児童の保護を超え

て児童一般の健全な育成、全児童の福祉の積極的な

増進を基本精神とする児童についての根本的総合的

法律として生れました。なお、児童福祉法の制定に

先立ち、昭和22年3月には児童の福祉を保障する事

務を行う児童局が厚生省に設けられました。

　またこの児童福祉法が制定された後も、一般には

古い児童観が払拭されず児童の人身売買も後を断た

ないというような状況だったため、児童の権利の内

容をより具体的に明らかにする、国民すべての申し

合わせともいうべき児童憲章が昭和26年に制定され

ました。ここでは3つの綱領および12条にわたり、

すべての児童が守られる家庭環境、教育、労働環境、

社会環境、人権擁護が述べられ、国民の児童に寄せる

期待と理想、高い道徳的規範を示すものといえます。

　児童福祉法の制定後、児童福祉司および児童委員

活動要領の作成、家庭養育運営要綱の実施、児童福

祉施設最低基準の制定、社会福祉事業法の制定など、

戦後の児童福祉施策の基盤をなす各種の制度が整備

されました。しかし、その重点は戦争遺族、母子家

庭対策や不良化防止など応急的援護に追われるとい

う状況でした。また、昭和27年の平和条約の発効、

主権回復後も混血児対策など終戦処理的施策が続け

られました。

　当時は児童の健全育成事業はまだ創設期ともいう

べき時期で、事業の理念の確立、基本的な指導指針

の作成、育成思想の普及等が中心であったとされま

す。ただ、現在も続いており、児童健全育成の中身

ともいうべき児童文化行政として、大人が子どもに

与える児童文化財の推薦事業が中央児童福祉審議会

により開始されたのは昭和26年です。

　この契機となったのは終戦後の混乱期に児童に悪

影響を及ぼす雑誌等が氾濫し、これに対し、有識者
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